
（仮称）北部地区公園の

都市計画の素案に
関する説明会
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令和７年４月16日

依知北公民館集会室

厚木市 都市計画課



はじめに

■ 本日の説明会の趣旨

厚木市では、都市計画の決定や変更の素案を作成する
際は、住民説明会を開催し、皆様から御意見をいただいて
おります。

(厚木市住みよいまちづくり条例 第19条)

本日は、（仮称）北部地区公園の都市計画変更
(素案)について説明させていただきますので、
御意見をお聞かせください。
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本日の説明内容

１ 計画地区の概要
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２ 依知地区に都市計画公園が必要な理由

３ (仮称)北部地区公園

４ 今後のスケジュール

５ 都市計画法による制限



１ 計画地区の概要
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（１） 位置

(仮称)北部地区公園 約4.2ha

本厚木
駅

愛甲
石田駅



１ 計画地区の概要
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（２） 計画地と周辺の状況（厚木市 山際 地内）

北小学校

山際公園

上萩原公園

山際交差点

上依知小学校

計画地

あつぎ3Dデジタルマップより

藤塚中学校
依知北公民館



１ 計画地区の概要
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（２） 計画地と周辺の状況（厚木市 山際 地内）

厚木市オールハザードマップより

(仮称)北部地区公園計画地

北小学校

藤塚中学校

上依知小学校

依知小学校



１ 計画地区の概要
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所在地 厚木市山際字中萩原、字採燈場

都市計画区域 都市計画区域（市街化調整区域）

計画敷地面積 約４．２ha

アクセス

・小田急線「本厚木駅」からバスで約30分
・「中平」又は「山際」バス停下車、徒歩約５分
・首都圏中央連絡自動車道（さがみ縦貫道路）の

県央厚木インターチェンジから車で約３.５ｋｍ、
相模原愛川インターチェンジから車で約３.５ｋｍ

計画地の状況

・計画地は、国道129号と県道65号に接している約
4.2haの土地です。
・計画地は、市街化調整区域で農地やコンビニエン
スストア、資材置き場があります。
・計画地の周辺には農地が広がっています。

（３） 計画地の概要と状況



本日の説明内容

１ 計画地区の概要
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２ 依知地区に都市計画公園が必要な理由

３ (仮称)北部地区公園

４ 今後のスケジュール

５ 都市計画法による制限



２ 依知地区に都市計画公園が必要な理由
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（１） 都市計画公園の必要性

厚木市では、市民が身近に利用できる公園が少ない状況であ
り、依知地区についても、人口一人当たりの公園整備面積が低
い水準になっている。

災害が発生した際、市域北部に防災機能を備えた公園の整
備が必要とされている。



2023年

厚木市
緑の基本計画

厚木市都市
マスタープラン

２ 依知地区に都市計画公園が必要な理由
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（２） 上位計画との整合

・北部において防
災機能を備えた
(仮称)北部地区公
園を整備する。

・防災機能を備えた
地区公園の整備

・相模川、中津川の
２河川に挟まれる依
知地区に防災機能
をもった公園の整備

整合 整合

整合 整合

・災害時の拠点となる防災機能を備えた
公園の整備計画を推進する。

都市計画区域の
整備、開発及び
保全の方針
（神奈川県策定）

厚木市総合計画（厚木市策定）

厚木市
都市計画マスタープラン

厚木市
緑の基本計画

２ 依知地区に都市計画公園が必要な理由



１ 計画地区の概要
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２ 依知地区に都市計画公園が必要な理由

３ (仮称)北部地区公園

４ 今後のスケジュール

５ 都市計画法による制限

本日の説明内容



３ (仮称)北部地区公園
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（１） 都市計画の概要

種別 名称 位置 面積 備考

番号 公園名

地区公園 ４・４・２ （仮称）

北部地区
公園

厚木市山際
字中萩原、
字採燈場地内

約４．２ha 園路及び広場
修景施設
休養施設
遊戯施設等

凡 例

当該区域

農用地区域

当該区域は、市街化調整区域内に位置
しており、第１次緊急輸送道路である国道
129号とのアクセスが容易であること、大型
車両の出入りが可能であることから本区域
を選定しています。
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（１） 都市計画の概要

緊急輸送道路図

計画地は、第１次緊急輸送道路である
国道129号に面しており、同じく第１次
緊急輸送道路である圏央道や県道42
号からも近いところに位置しており、防
災の拠点に適している。

緊急輸送道路とは、
災害直後から、避難・救助をはじめ、
物資供給等の応急活動のために、緊急
車両の通行を確保すべき重要な路線で
、高速自動車国道や一般国道及びこれ
らを連絡する基幹的な道路。

北部地区公園計画地

３ (仮称)北部地区公園



（仮称）北部地区公園のテーマ

公園立体イメージ図
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山際交差点

道路及び公園施設の詳細は今後、
変更される場合があります。

「水と緑と太陽」があふれる自然豊かな空間で

多世代が集う賑わいの公園

３ (仮称)北部地区公園
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あったらいいなと思う施設のアンケート結果

全体アンケート 小中学生アンケート

四季を感じられる花壇、園路
17.2%

芝生広場

12.3%

休憩スポット
14.1%

飲食店や売店など

12.4%

遊具の広場

18%

芝生の広場

15%

アスレチックの広場

28%

おやつやジュース
が買えるお店

21％

令和6年10月、令和7年2月に実施

３ (仮称)北部地区公園
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平常時の導入施設案

３ (仮称)北部地区公園



公園施設の詳細は今後、変更される場合があります。 18

公園のゾーニング

山際交差点県道65号

３ (仮称)北部地区公園



公園施設の詳細は今後、変更される場合があります。 19

平常時 公園イメージ図

外周道路

県道65号

３ (仮称)北部地区公園

山際交差点



災害時 公園イメージ図

公園施設の詳細は今後、変更される場合があります。 20

県道65号

外周道路

３ (仮称)北部地区公園

山際交差点



※イメージと同じ施設が整備されるわけではありません。 21

公園イメージ

みはらし広場イメージ

３ (仮称)北部地区公園



※イメージと同じ施設が整備されるわけではありません。 22

公園イメージ

３ (仮称)北部地区公園



公園イメージ

23※イメージと同じ施設が整備されるわけではありません。

３ (仮称)北部地区公園



公園イメージ

24※イメージと同じ施設が整備されるわけではありません。

３ (仮称)北部地区公園



 0.70  3.10  3.10  0.70

 7.60(現道）

車道

道路及び公園施設の詳細は今後、変更される場合があります。

道路断面イメージ図
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道路公園整備後道路断面

車道 10ｍ

歩道 2.5ｍ歩道 2.4ｍ

断面位置 現況道路断面

道路幅員 14.9ｍ

３ (仮称)北部地区公園



道路及び公園施設の詳細は今後、変更される場合があります。

道路断面イメージ図
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道路 公園整備後道路断面

車道 7ｍ 歩道 2.5ｍ

断面位置

道路幅員 9.5ｍ

写真撮影位置

現況写真

３ (仮称)北部地区公園



１ 計画地区の概要
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２ 依知地区に都市計画公園が必要な理由

３ (仮称)北部地区公園

４ 今後のスケジュール

５ 都市計画法による制限

本日の説明内容



・本スケジュール案は現時点での予定であり、今後の関係機関との調整状況や事業の進捗状況等により
変更となる場合があります。

４ 今後のスケジュール

意
見
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受
付

都
市
計
画
の
告
示

28

厚
木
市
都
市
計
画
審
議
会

都
市
計
画
変
更
素
案
に
関
す
る
説
明
会

都
市
計
画
案
の
縦
覧
・意
見
書
受
付

公
聴
会

※

公
述
申
出
人
不
在
の
場
合
は
中
止

都
市
計
画
原
案
の
縦
覧
・
公
述
申
出
受
付

６月 ７月 11月９月4/16～4/30R7.4/16

回
答
の

縦
覧

事
業
認
可

11月 R８．３月



・本スケジュール案は現時点での予定であり、今後の関係機関との調整状況等により変更となる場合があります。
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４ 今後のスケジュール



１ 計画地区の概要
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２ 依知地区に都市計画公園が必要な理由

３ (仮称)北部地区公園

４ 今後のスケジュール

５ 都市計画法による制限

本日の説明内容



５ 都市計画法による制限
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（1） 都市計画による建築制限

都市計画決定

事業認可

第53条による効力

第65条による効力

○目的 ・都市計画事業の妨害の防止
○制限内容 ・都市計画事業の事業地内での建築物の
建築・土地の区画・形質の変更等を行おう とする者は
市長の許可が必要
○許可基準 ・事業中の区域であるため、特別な事由
がない限り原則として許可されません。

都市計画法第65条

事業完了
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意見書の書式及び本日の資料は、

市ホームページからダウンロードできます。

受付期間 令和７年４月17日（木）～４月30日（水）【必着】
次のとおり再受付期間を追加します。
令和７年５月13日（火）～５月26日（月）【必着】

提出方法 郵送、持参、ファックスまたはメール

提出できる方 ・市内に住所を有する者
・規則で定める利害を有する者
・再受付については、令和7年4月17日（木）～4月30日（水）までの
間に意見書を提出されていない方

提出場所 厚木市 都市みらい部 都市計画課
〒243-8511

厚木市中町３丁目17番17号 厚木市役所第二庁舎12階
電話 （046）225 - 2400 FAX （046）222 - 8792
E-mail 4600@city.atsugi.kanagawa.jp

※持参の場合、受付時間は午前８時30分～午後５時15分(土日を除く)

【意見書の受付について】

厚木市 都市計画手続

検索

さいごに



皆様のご理解
ご協力をお願いします。


